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令
和
元
年
12
月
９
日
に
議
会

定
例
会
が
開
催
さ
れ
、
行
政
報

告
、
選
挙
１
件
、
報
告
１
件
、

給
与
に
関
す
る
条
例
の
改
正
を

含
む
補
正
予
算
な
ど
の
議
案
12

件
を
審
議
し
、
全
議
案
を
原
案

ど
お
り
可
決
し
、
同
日
閉
会
し

た
。

　
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
。

▽
議
案
第
４
号

　
幌
延
町
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年

度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▽
議
案
第
５
号

　
幌
延
町
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
期
末

手
当
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▽
議
案
第
６
号

　
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自

治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

㉄
フ
ル
タ
イ
ム
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
会
計
年
度
職
員
は
現
在
何
名

が
雇
用
契
約
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答
新
し
い
条
例
で
の
フ
ル
タ
イ

ム
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度

職
員
と
し
て
の
分
類
は
し
て
い

な
い
が
、
月
額
特
例
規
定
で
の

臨
時
職
員
は
10
名
、
日
額
が
34

名
、
パ
ー
ト
が
27
名
。
そ
の
他

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
、
嘱
託

医
が
４
名
お
り
、
合
計
75
名
。

㉄
日
額
で
は
な
い
勤
務
者
が
パ

ー
ト
タ
イ
ム
の
会
計
年
度
任
用

職
員
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ

る
の
か
。

答
現
状
の
ま
ま
で
勤
務
を
続
け

て
も
ら
う
と
い
う
計
画
を
し
て

い
る
。
給
与
面
な
ど
で
不
利
益

を
被
る
よ
う
な
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
。

㉄
フ
ル
タ
イ
ム
と
パ
ー
ト
タ
イ

ム
に
分
け
た
が
、
会
計
で
は
ど

の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
。

答
費
用
面
で
は
、
社
会
保
険
の

共
済
費
が
負
担
増
と
な
る
。

▽
議
案
第
８
号

　
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い

て㉄
こ
ざ
く
ら
荘
ボ
イ
ラ
ー
設
備

改
修
支
援
事
業
に
つ
い
て
、
来

年
度
の
整
備
段
階
で
道
補
助
金

は
受
け
ら
れ
る
の
か
。

答
今
年
度
の
実
施
設
計
で
は
道

補
助
対
象
と
な
っ
た
。
来
年
度

の
設
備
整
備
に
向
け
、
道
に
補

助
申
請
を
し
て
い
る
。

㉄
来
年
度
の
稼
働
に
向
け
て
の

燃
料
の
原
料
は
確
保
が
出
来
て

い
る
の
か
。

答
来
年
度
の
後
半
期
か
ら
準
備

は
進
め
て
い
く
が
、
燃
料
が
製

造
さ
れ
て
く
る
の
は
令
和
３
年

度
か
ら
に
な
る
。

㉄
子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

事
業
負
担
金
の
増
額
は
、
負
担

金
の
減
が
見
込
ま
れ
る
と
さ
れ

た
当
初
の
説
明
と
矛
盾
す
る
の

で
は
。

答
こ
の
事
業
は
遠
別
、
天
塩
、

幌
延
の
３
町
で
運
営
し
て
い
る

が
、
各
町
が
実
施
し
て
い
る
事

業
と
の
調
整
が
で
き
ず
、
支
援

セ
ン
タ
ー
の
利
用
児
童
数
が
半

減
し
た
た
め
、
負
担
金
増
額
の

要
因
と
な
っ
た
。

　
来
年
度
以
降
、
各
町
の
教
育

部
門
と
調
整
し
な
が
ら
利
用
率

を
伸
ば
し
て
行
き
た
い
。

㉄
森
林
環
境
譲
与
税
の
算
出
根

拠
と
期
限
は
。

答
私
有
林
の
人
工
林
面
積
と
林

業
就
業
者
人
口
及
び
町
の
人
口

割
り
で
算
出
さ
れ
る
。
算
定
基

準
は
３
年
ご
と
に
数
値
を
見
直

し
、
各
町
村
ご
と
に
譲
与
税
と

し
て
配
分
さ
れ
る
。

㉄
こ
ざ
く
ら
荘
支
援
事
業
が
増

額
補
正
と
な
っ
て
い
る
が
、
現

在
職
員
何
名
で
何
名
の
利
用
者

の
介
護
を
し
て
い
る
の
か
。

答
施
設
定
員
40
名
だ
が
、
現
在

職
員
数
が
５
名
不
足
し
て
お
り
、

35
名
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
給
付
収
入
が
減
額
と
な
り
、

増
額
補
正
と
な
っ
た
。

㉄
通
院
移
送
支
援
な
ど
に
影
響

は
な
い
の
か
。

答
通
院
移
送
支
援
は
年
々
利
用

者
が
増
え
て
い
る
の
で
引
き
続

き
、
事
業
展
開
を
し
て
行
く
。

㉄
公
営
住
宅
の
空
き
状
況
と
使

用
料
の
減
額
理
由
は
。

答
現
在
24
戸
空
い
て
い
る
。
建

設
当
初
か
ら
の
入
居
者
が
そ
れ

ぞ
れ
の
都
合
で
多
く
退
去
し
た

た
め
。

第８回

12月９日

幌
延
町
議
会

定
例
会
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